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議
事
日
程
第
五
号

令
和
六
年
十
月
四
日
（
金
曜
日
）

午
後
一
時
開
議

第

一
、
議
案
第
一
七
〇
号

秋
田
県
教
育
委
員
会
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

第

二
、
議
案
第
一
七
一
号

秋
田
県
公
害
審
査
会
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

第

三
、
議
案
第
一
七
二
号

秋
田
県
収
用
委
員
会
の
委
員
及
び
予
備
委
員
の
任
命
に

つ
い
て

第

四
、
議
案
第
一
六
九
号

令
和
六
年
度
秋
田
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

第

五
、
認
定
第

一
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
公
営
企
業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

第

六
、
認
定
第

二
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
公
営
企
業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

第

七
、
議
案
第
一
七
三
号

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

第

八
、
議
案
第
一
七
四
号

秋
田
県
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

案

第

九
、
議
案
第
一
七
七
号

工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

第
一
〇
、
議
案
第
一
七
八
号

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

第
一
一
、
議
案
第
一
七
五
号

秋
田
県
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
損
失
補
償
に
係
る
回

収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の
放
棄
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

第
一
二
、
議
案
第
一
七
九
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
公
営
企
業
会
計
未
処
分
利
益
剰
余

金
の
処
分
に
つ
い
て

第
一
三
、
議
案
第
一
七
六
号

秋
田
県
建
築
基
準
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
及
び
市
町

村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
案

第
一
四
、
議
案
第
一
八
〇
号

令
和
五
年
度
秋
田
県
公
営
企
業
会
計
未
処
分
利
益
剰
余

金
の
処
分
に
つ
い
て

第
一
五
、
議
案
第
一
八
一
号

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

第
一
六
、
議
案
第
一
八
二
号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
に
つ
い
て

第
一
七
、
議
案
第
一
八
三
号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
に
つ
い
て

第
一
八
、
議
案
第
一
八
四
号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
に
つ
い
て

第
一
九
、
議
案
第
一
八
五
号

交
通
事
故
に
係
る
和
解
に
つ
い
て

第
二
〇
、
議
案
第
一
八
六
号

知
事
の
専
決
処
分
事
項
の
指
定
に
つ
い
て

第
二
一
、
請
願
審
査
の
件

請
願
第
一
三
号

秋
田
県
受
動
喫
煙
防
止
条
例
の
「
経
過
措
置
」
の
継
続

を
求
め
る
請
願
に
つ
い
て

請
願
第
一
二
号

私
学
助
成
に
関
す
る
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願
に

つ
い
て

第
二
二
、
意
見
書
案
第
四
号

国
土
強
靱
化
の
強
力
な
推
進
に
必
要
な
予
算
の
確
保
を

求
め
る
意
見
書

第
二
三
、
意
見
書
案
第
三
号

私
学
助
成
の
充
実
強
化
等
に
関
す
る
意
見
書

第
二
四
、
意
見
書
案
第
五
号

多
様
な
学
び
を
保
障
し
、
ゆ
と
り
あ
る
学
校
の
実
現
を

目
指
す
意
見
書

第
二
五
、
議
員
派
遣
の
件

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

議
事
日
程
に
同
じ

午
前
十
時
開
議

本
日
の
出
席
議
員

四
十
一
名

一

番

佐

藤

光

子

二

番

櫻

田

憂

子

三

番

山

形

健

二

四

番

高

橋

健

五

番

武

内

伸

文

六

番

小
棚
木

政

之

七

番

髙

橋

豪

八

番

瓜

生

望
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九

番

島

田

薫

十

番

松

田

豊

臣

十

一

番

加
賀
屋

千
鶴
子

十

二

番

薄

井

司

十

三

番

佐

藤

正
一
郎

十

四

番

宇
佐
見

康

人

十

五

番

住

谷

達

十

六

番

児

玉

政

明

十

七

番

小

山

緑

郎

十

八

番

小

野

一

彦

十

九

番

鈴

木

真

実

二

十

番

沼

谷

純

二
十
一
番

加

藤

麻

里

二
十
二
番

小

原

正

晃

二
十
三
番

三

浦

茂

人

二
十
四
番

佐
々
木

雄

太

二
十
五
番

杉

本

俊
比
古

二
十
六
番

鈴

木

健

太

二
十
七
番

佐

藤

信

喜

二
十
八
番

今

川

雄

策

二
十
九
番

髙

橋

武

浩

三

十

番

石

田

寛

三
十
一
番

渡

部

英

治

三
十
二
番

北

林

丈

正

三
十
三
番

竹

下

博

英

三
十
四
番

原

幸

子

三
十
五
番

工

藤

嘉

範

三
十
六
番

加

藤

鉱

一

三
十
七
番

三

浦

英

一

三
十
八
番

柴

田

正

敏

三
十
九
番

川

口

一

四

十

番

鶴

田

有

司

四
十
一
番

鈴

木

洋

一

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
に
よ
る
出
席
者

知

事

佐

竹

敬

久

副

知

事

神

部

秀

行

副

知

事

猿

田

和

三

理

事

佐
々
木

薫

理

事

丹

治

純

子

総

務

部

長

谷

剛

史

総
務
部
危
機
管
理
監(

兼)

菅

生

淑

子

広

報

監

企

画

振

興

部

長

久

米

寿

あ
き
た
未
来
創
造
部
長

橋

本

秀

樹

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長

石

黒

道

人

健

康

福

祉

部

長

高

橋

一

也

生

活

環

境

部

長

伊

藤

真

人

農

林

水

産

部

長

齋

藤

正

和

産

業

労

働

部

長

石

川

定

人

建

設

部

長

川

辺

透

会
計
管
理
者
（
兼
）

今

川

聡

出

納

局

長

財

政

課

長

真

鍋

弘

毅

教
育
委
員
会
教
育
長

安

田

浩

幸

警

察

本

部

長

山

本

哲

也

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

こ
れ
よ
り
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。

諸
般
の
報
告
は
、
お
手
元
の
議
長
報
告
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
の
で
、
朗
読
を
省

略
い
た
し
ま
す
。

議

長

報

告

（
朗
読
省
略
）

一
、
十
月
四
日
、
柴
田
正
敏
議
員
、
渡
部
英
治
議
員
、
石
田
寛
議
員
、
加
藤
麻
里
議
員
、
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沼
谷
純
議
員
、
加
賀
屋
千
鶴
子
議
員
、
松
田
豊
臣
議
員
、
佐
藤
光
子
議
員
か
ら
次
の

議
案
が
提
出
さ
れ
た
。

議
案
第
一
八
六
号

知
事
の
専
決
処
分
事
項
の
指
定
に
つ
い
て

(1)
一
、
十
月
三
日
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
予
算
特
別
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提
出
さ

れ
た
。

議
案
第
一
六
九
号

(1)
一
、
十
月
三
日
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
総
務
企
画
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提
出
さ

れ
た
。

議
案
第
一
七
三
号

(1)
一
、
十
月
三
日
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
福
祉
環
境
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提
出
さ

れ
た
。

議
案
第
一
七
四
号

同

第
一
七
七
号

(1)

(2)

一
、
十
月
三
日
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
農
林
水
産
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提
出
さ

れ
た
。

議
案
第
一
七
八
号

(1)
一
、
十
月
三
日
、
次
の
議
案
等
に
つ
い
て
産
業
観
光
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提
出

さ
れ
た
。

認
定
第

一
号

議
案
第
一
七
五
号

(1)

(2)

同

第
一
七
九
号

(3)
一
、
十
月
三
日
、
次
の
議
案
等
に
つ
い
て
建
設
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
。認

定
第

二
号

議
案
第
一
七
六
号

(1)

(2)

同

第
一
八
〇
号

(3)
一
、
十
月
三
日
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
教
育
公
安
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
が
提
出
さ

れ
た
。

議
案
第
一
八
一
号

同

第
一
八
二
号

(1)

(2)

同

第
一
八
三
号

同

第
一
八
四
号

(3)

(4)

同

第
一
八
五
号

(5)

一
、
十
月
三
日
、
次
の
委
員
長
か
ら
請
願
審
査
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
。

福
祉
環
境
委
員
長

教
育
公
安
委
員
長

一
、
関
係
委
員
会
に
お
け
る
請
願
の
審
査
の
結
果
は
、
別
紙
「
請
願
審
査
結
果
表
」
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
、
十
月
四
日
、
建
設
委
員
長
か
ら
次
の
意
見
書
案
が
提
出
さ
れ
た
。

意
見
書
案
第
四
号

国
土
強
靱
化
の
強
力
な
推
進
に
必
要
な
予
算
の
確
保
を
求

(1)

め
る
意
見
書

一
、
十
月
四
日
、
教
育
公
安
委
員
長
か
ら
次
の
意
見
書
案
が
提
出
さ
れ
た
。

意
見
書
案
第
三
号

私
学
助
成
の
充
実
強
化
等
に
関
す
る
意
見
書

(1)

意
見
書
案
第
五
号

多
様
な
学
び
を
保
障
し
、
ゆ
と
り
あ
る
学
校
の
実
現
を
目

(2)

指
す
意
見
書

一
、
議
員
の
派
遣
に
関
す
る
申
出
及
び
依
頼
の
あ
っ
た
も
の
は
、
別
紙
「
議
員
派
遣
一

覧
」
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
十
月
一
日
、
監
査
委
員
か
ら
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
が
あ
り
、
同

日
、
各
議
員
に
配
付
し
た
。

一
、
本
会
期
中
に
お
け
る
審
査
継
続
の
申
出
が
あ
っ
た
請
願
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

総
務
企
画
委
員
会

請
願
第
一
一
号

国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
つ
い
て
秋
田
県
内
の
市
町
村

(1)

を
非
支
給
地
と
す
る
「
改
定
」
を
行
わ
な
い
よ
う
国
に
求
め

る
意
見
書
提
出
の
請
願
に
つ
い
て

【
令
和
六
年
第
二
回
定
例
会
（
九
月
議
会
）
請
願
審
査

（
委
員
会
）
結
果
表
は
巻
末
に
登
載
】

議

員

派

遣

一

覧

一

第
四
十
三
回
秋
田
県
私
学
振
興
大
会

派
遣
の
目
的

第
四
十
三
回
秋
田
県
私
学
振
興
大
会
に
出
席
の
た
め

(1)
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派
遣
期
間

令
和
六
年
十
月
八
日
（
火
）

(2)
派
遣
地

秋
田
市

(3)
派
遣
議
員

住
谷
達
議
員
（
総
務
企
画
委
員
長
）

(4)

二

第
六
十
一
回
秋
田
県
老
人
ク
ラ
ブ
大
会

派
遣
の
目
的

第
六
十
一
回
秋
田
県
老
人
ク
ラ
ブ
大
会
に
出
席
の
た
め

(1)
派
遣
期
間

令
和
六
年
十
月
二
十
三
日
（
水
）

(2)
派
遣
地

秋
田
市

(3)
派
遣
議
員

佐
藤
正
一
郎
議
員
（
福
祉
環
境
委
員
長
）

(4)

三

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
、
タ
イ
王
国
に
お
け
る
行
政
事
情
調
査

派
遣
の
目
的

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
、
タ
イ
王
国
に
お
け
る
行
政
事
情

(1)

調
査
の
た
め

派
遣
期
間

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
（
月
）
～
十
七
日
（
日
）

(2)
派
遣
地

ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
、
タ
イ
王
国

(3)
派
遣
議
員

三
浦
英
一
議
員
、
三
浦
茂
人
議
員
、
佐
藤
正
一
郎
議
員
、

(4)

山
形
健
二
議
員
、
加
藤
麻
里
議
員

四

第
二
十
四
回
都
道
府
県
議
会
議
員
研
究
交
流
大
会

派
遣
の
目
的

第
二
十
四
回
都
道
府
県
議
会
議
員
研
究
交
流
大
会
に
出
席
の
た

(1)

め

派
遣
期
間

令
和
六
年
十
一
月
十
二
日
（
火
）

(2)
派
遣
地

東
京
都
ほ
か

(3)
派
遣
議
員

柴
田
正
敏
議
員
、
加
藤
鉱
一
議
員
、
原
幸
子
議
員
、

(4)

髙
橋
武
浩
議
員
、
佐
藤
信
喜
議
員
、
宇
佐
見
康
人
議
員
、

島
田
薫
議
員
、
瓜
生
望
議
員
、
武
内
伸
文
議
員
、
薄
井
司
議
員
、

沼
谷
純
議
員
、
加
賀
屋
千
鶴
子
議
員
、
松
田
豊
臣
議
員

五

道
路
の
整
備
等
に
関
す
る
国
土
交
通
省
等
と
の
五
県
合
同
意
見
交
換
会

派
遣
の
目
的

道
路
の
整
備
等
に
関
す
る
国
土
交
通
省
等
と
の
五
県
合
同
意
見

(1)

交
換
会
に
出
席
の
た
め

派
遣
期
間

令
和
六
年
十
一
月
十
三
日
（
水
）

(2)

派
遣
地

東
京
都

(3)
派
遣
議
員

髙
橋
武
浩
議
員
（
日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道
建
設
促
進
青

(4)

森
・
秋
田
・
山
形
・
新
潟
四
県
議
会
協
議
会

及
び
東
北
中
央
自
動
車
道
建
設
促
進
秋
田
・

山
形
・
福
島
三
県
議
会
協
議
会
の
常
任
理

事
）

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

お
諮
り
し
ま
す
。
日
程
第
一
、
議
案
第
百
七
十
号
か
ら

日
程
第
三
、
議
案
第
百
七
十
二
号
ま
で
の
議
案
三
件
は
、
い
ず
れ
も
委
員
会
付
託
を

省
略
し
、
直
ち
に
本
会
議
に
お
い
て
審
議
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し

ま
す
。

日
程
第
一
、
議
案
第
百
七
十
号
秋
田
県
教
育
委
員
会
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
、

日
程
第
二
、
議
案
第
百
七
十
一
号
秋
田
県
公
害
審
査
会
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
及

び
日
程
第
三
、
議
案
第
百
七
十
二
号
秋
田
県
収
用
委
員
会
の
委
員
及
び
予
備
委
員
の

任
命
に
つ
い
て
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

議
案
第
百
七
十
号
は
、
秋
田
県
教
育
委
員
会
の
委
員
と
し
て
大
塚
美
穂
子
氏
及
び

髙
橋
重
剛
氏
を
任
命
す
る
た
め
、
議
案
第
百
七
十
一
号
は
、
秋
田
県
公
害
審
査
会
の

委
員
と
し
て
荻
原
正
樹
氏
、
嵯
峨
宏
氏
、
寺
沢
修
平
氏
、
小
野
寺
倫
子
氏
、
福
嶋
孝

子
氏
、
野
村
恭
子
氏
、
吹
谷
由
美
子
氏
、
渡
邉
貫
治
氏
、
佐
藤
悟
氏
及
び
鈴
木
ル
リ

子
氏
を
任
命
す
る
た
め
、
議
案
第
百
七
十
二
号
は
、
秋
田
県
収
用
委
員
会
の
委
員
と

し
て
髙
橋
佑
輔
氏
及
び
戸
澤
一
喜
氏
を
、
予
備
委
員
と
し
て
長
岐
和
恵
氏
を
任
命
す

る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
議
会
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

お
諮
り
し
ま
す
。
以
上
の
議
案
三
件
は
、
い
ず
れ
も
趣
旨
説
明
、
質
疑
、
討
論
を

省
略
し
、
直
ち
に
採
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
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初
め
に
、
議
案
第
百
七
十
号
に
つ
い
て
、
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。
本
案

に
同
意
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
、
御
起
立
願
い
ま
す
。

【
賛
成
者
起
立
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

起
立
者
全
員
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
百
七
十

号
は
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
議
案
第
百
七
十
一
号
に
つ
い
て
、
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。
本
案

に
同
意
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
、
御
起
立
願
い
ま
す
。

【
賛
成
者
起
立
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

起
立
者
全
員
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
百
七
十

一
号
は
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
議
案
第
百
七
十
二
号
に
つ
い
て
、
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。
本
案

に
同
意
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
、
御
起
立
願
い
ま
す
。

【
賛
成
者
起
立
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

起
立
者
全
員
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
百
七
十

二
号
は
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
日
程
第
四
、
議
案
第
百
六
十
九
号
か
ら
日
程
第
十
九
、
議
案
第
百
八
十
五

号
ま
で
の
議
案
十
六
件
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

各
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。
初
め
に
、
予
算
特
別
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま

す
。

【
三
十
五
番
（
予
算
特
別
委
員
長
工
藤
嘉
範
議
員
）
登
壇
】

●
予
算
特
別
委
員
長
（
工
藤
嘉
範
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
の
う

ち
、
予
算
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
第
百
六
十
九
号
の
予
算
案
一
件
に
つ
い

て
、
本
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
委
員
会
で
審
査
し
た
案
件
は
、
一
般
会
計
で
は
、
議
案
第
百
六
十
九
号
令
和
六

年
度
秋
田
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
一
般
会
計
補
正
予
算
案
は
、
七
月
の
大
雨
に
よ
る
被
害
対
策
に
要
す
る
経

費
の
ほ
か
、
新
秋
田
元
気
創
造
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
事
業
等
に
つ
い
て
計
上
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
総
額
は
、
百
四
十
九
億
二
千
八
百
八
万
円
の
増
額
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
、
補
正
後
の
予
算
総
額
は
、
六
千
二
十
六
億
一
千
三
百
三
十
五
万
円
と
な
り
ま

す
。審

査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
各
分
科
会
及
び
総
括
審
査
に
お

い
て
そ
れ
ぞ
れ
質
疑
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
総
務
企
画
分
科
会
で
は
、
「
動
画
ラ
イ
ブ
ラ
リ
構
築
事
業
」
な
ど
に
関
し

て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
福
祉
環
境
分
科
会
で
は
、
「
高
齢
者
施
設
等
防
災
・
減
災
対
策
等
推
進
事

業
」
、
「
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
人
身
被
害
見
舞
金
給
付
事
業
」
な
ど
に
関
し
て
質
疑
が
あ

り
ま
し
た
。

ま
た
、
農
林
水
産
分
科
会
で
は
、
「
七
月
の
大
雨
災
害
へ
の
災
害
復
旧
支
援
」
な

ど
に
関
し
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
産
業
観
光
分
科
会
で
は
、
「
秋
田
県
営
秋
ノ
宮
山
荘
管
理
運
営
費
に
係
る

債
務
負
担
行
為
の
設
定
に
つ
い
て
」
、
「
被
災
事
業
者
事
業
継
続
支
援
事
業
」
な
ど

に
関
し
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
建
設
分
科
会
で
は
、
「
県
単
道
路
補
修
事
業
」
、
「
県
単
河
川
改
良
事

業
」
な
ど
に
関
し
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

次
に
、
総
括
審
査
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

総
括
審
査
で
は
、
「
新
ス
タ
ジ
ア
ム
整
備
に
つ
い
て
」
、
「
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
被
害

防
止
総
合
対
策
事
業
に
つ
い
て
」
、
「
秋
田
県
こ
ど
も
計
画
に
つ
い
て
」
、
「
国
際

教
養
大
学
施
設
設
備
等
整
備
事
業
に
つ
い
て
」
な
ど
に
関
し
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
議
案
第
百
六
十
九
号
は
、
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

次
に
、
総
務
企
画
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

【
十
五
番
（
総
務
企
画
委
員
長
住
谷
達
議
員
）
登
壇
】

●
総
務
企
画
委
員
長
（
住
谷
達
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
の
う
ち
、

総
務
企
画
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
第
百
七
十
三
号
の
条
例
案
一
件
に
つ
い
て
、

本
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
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審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
質
疑
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結

果
、
議
案
第
百
七
十
三
号
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
所
管
事
項
審
査
に
お
け
る
主
な
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
き
た
未
来
創
造
部
関
係
の
結
婚
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

婚
姻
件
数
が
減
少
し
て
い
る
中
で
、
若
年
層
に
対
す
る
今
後
の
結
婚
支
援
や
結
婚

支
援
セ
ン
タ
ー
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
と
た
だ
し
た

の
に
対
し
、
若
年
層
の
結
婚
に
対
す
る
意
識
や
考
え
方
は
多
様
化
が
進
ん
で
い
る
と

認
識
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
変
化
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
学
生
等
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
な

ど
、
様
々
な
機
会
を
捉
え
て
、
結
婚
や
子
育
て
に
希
望
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、

働
き
か
け
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
登
録
者
数
が

伸
び
悩
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
県
内
の
企
業
・
団
体
等
と
連
携
し
な
が
ら
、
引
き
続

き
、
登
録
者
の
獲
得
に
努
め
る
と
と
も
に
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
促
進
や
時
代
の
変
化

に
対
応
し
た
取
組
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

次
に
、
福
祉
環
境
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

【
十
三
番
（
福
祉
環
境
委
員
長
佐
藤
正
一
郎
議
員
）
登
壇
】

●
福
祉
環
境
委
員
長
（
佐
藤
正
一
郎
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
の

う
ち
、
福
祉
環
境
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
第
百
七
十
四
号
の
条
例
案
一
件
、
議

案
第
百
七
十
七
号
の
そ
の
他
の
議
案
一
件
、
以
上
二
件
に
つ
い
て
、
本
委
員
会
に
お

け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
質
疑
を
行
い
、
討
論
な
く
、
採

決
の
結
果
、
議
案
第
百
七
十
四
号
及
び
議
案
第
百
七
十
七
号
は
、
全
会
一
致
を
も
っ

て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
所
管
事
項
審
査
に
お
け
る
主
な
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

初
め
に
、
健
康
福
祉
部
関
係
の
「
秋
田
県
社
会
的
養
育
推
進
計
画
」
に
つ
い
て
で

あ
り
ま
す
。

に
か
ほ
市
に
設
置
し
た
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
月
平
均
三
百
件
弱
の
相
談

実
績
が
あ
る
な
ど
、
身
近
な
相
談
機
関
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
県
の

現
計
画
で
は
、
県
内
三
地
域
へ
の
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
目
標
と
し
て

き
た
が
、
新
し
い
計
画
に
お
い
て
も
、
引
き
続
き
、
そ
の
目
標
達
成
に
向
け
て
取
り

組
ん
で
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
た
だ
し
た
の
に
対
し
、
セ
ン
タ
ー
の
有
効
性
は
十

分
に
認
識
し
て
い
る
が
、
今
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
改
正
児
童
福
祉
法
に
お
い
て
、

市
町
村
に
よ
る
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
の
設
置
が
新
た
に
努
力
義
務
化
さ
れ
、
相
談

機
能
の
充
実
を
図
る
方
向
性
が
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
整
備
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、

市
町
村
や
施
設
等
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
と
と
も
に
、
児
童
相
談
所
が
受
理
し
た

相
談
件
数
な
ど
、
地
域
の
状
況
の
変
化
等
も
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
、
判
断
し
て
ま

い
り
た
い
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

次
に
、
生
活
環
境
部
関
係
の
「
秋
田
県
消
費
者
施
策
推
進
計
画
（
骨
子
案
）
に
つ

い
て
」
で
あ
り
ま
す
。

令
和
四
年
に
成
年
年
齢
が
十
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
が
、
児
童
生
徒
へ
の
消
費

者
教
育
を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か
。
ま
た
、
児
童
養
護
施
設
等
で
育
ち
、
一

定
の
年
齢
を
過
ぎ
て
社
会
に
出
て
い
く
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る
消
費
者
教
育
に
つ
い

て
、
今
回
の
計
画
で
進
め
て
い
く
こ
と
は
考
え
て
い
る
の
か
と
た
だ
し
た
の
に
対
し
、

こ
れ
ま
で
も
、
高
校
等
に
お
い
て
、
消
費
者
庁
の
教
育
教
材
な
ど
を
活
用
し
た
授
業

を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
生
活
セ
ン
タ
ー
や
秋
田
弁
護
士
会
と
連
携
し
た
出
前
講
座
な

ど
、
実
践
的
な
消
費
者
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
新
た
な
計
画
に

お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
進
め
て
い
く
。
ま
た
、
児
童
養
護
施
設
等
で
生
活
す

る
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
は
、
学
校
で
の
授
業
に
加
え
、
施
設
で
生
活
し
て
い
る
間

の
消
費
者
教
育
も
重
要
だ
と
認
識
し
て
お
り
、
今
後
、
計
画
を
具
体
化
し
て
い
く
中

で
、
健
康
福
祉
部
等
と
も
連
携
し
て
、
出
前
講
座
活
用
の
働
き
か
け
な
ど
、
施
設
に

お
け
る
消
費
者
教
育
に
つ
い
て
考
え
て
ま
い
り
た
い
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

次
に
、
農
林
水
産
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

【
二
十
五
番
（
農
林
水
産
委
員
長
杉
本
俊
比
古
議
員
）
登
壇
】

●
農
林
水
産
委
員
長
（
杉
本
俊
比
古
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
の
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う
ち
、
農
林
水
産
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
第
百
七
十
八
号
の
そ
の
他
の
議
案
一

件
に
つ
い
て
、
本
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
質
疑
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の

主
な
内
容
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

議
案
第
百
七
十
八
号
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
秋
田
県
漁
業
取
締
船
「
く
ぼ
た
」
代
船
造
船
工
事
に
つ
い
て
、
工
事
請

負
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
入
札
時
の
条
件
や
応
札
状
況
を
質
問
し
た
の
に
対
し
、
過
去
十

年
間
に
お
い
て
、
今
回
建
造
す
る
総
ト
ン
数
十
九
ト
ン
の
「
く
ぼ
た
」
と
同
規
模
以

上
の
漁
業
取
締
船
等
の
建
造
実
績
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
参
加
資
格
と
し
て
入
札
を

行
っ
た
結
果
、
三
社
が
応
札
し
、
最
低
価
格
で
落
札
し
た
者
と
契
約
を
締
結
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
議
案
第
百
七
十
八
号
は
、
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
所
管
事
項
審
査
に
お
け
る
主
な
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

「
令
和
六
年
産
米
の
価
格
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す
。

新
米
の
価
格
が
上
昇
し
、
農
家
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
一
方
、
消
費
者
に
と
っ
て
は

食
料
費
が
増
え
、
米
離
れ
が
懸
念
さ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
の
か
と

た
だ
し
た
の
に
対
し
、
三
年
連
続
の
大
雨
災
害
や
資
材
高
騰
な
ど
の
影
響
で
、
農
家

の
経
営
は
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
今
年
の
Ｊ
Ａ
の
概
算
金
は
、
こ
う
し
た
状

況
に
配
慮
し
、
再
生
産
可
能
で
生
産
意
欲
の
向
上
に
つ
な
げ
よ
う
と
い
う
、
Ｊ
Ａ
グ

ル
ー
プ
の
強
い
思
い
で
設
定
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
生
産
コ
ス
ト
を
踏

ま
え
た
合
理
的
な
価
格
形
成
は
、
食
料
安
全
保
障
の
確
保
に
向
け
た
重
要
な
取
組
と

し
て
、
先
般
改
正
さ
れ
た
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
」
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お

り
、
主
食
を
生
産
す
る
農
業
の
大
切
さ
な
ど
、
国
全
体
で
消
費
者
等
の
理
解
を
図
る

よ
う
、
国
に
要
望
し
て
ま
い
り
た
い
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

次
に
、
産
業
観
光
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

【
十
四
番
（
産
業
観
光
委
員
長
宇
佐
見
康
人
議
員
）
登
壇
】

●
産
業
観
光
委
員
長
（
宇
佐
見
康
人
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
の

う
ち
、
産
業
観
光
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
認
定
第
一
号
の
認
定
議
案
一
件
、
議
案
第

百
七
十
五
号
の
条
例
案
一
件
、
議
案
第
百
七
十
九
号
の
そ
の
他
の
議
案
一
件
、
以
上

三
件
に
つ
い
て
、
本
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
質
疑
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の

主
な
内
容
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

産
業
労
働
部
関
係
の
認
定
第
一
号
令
和
五
年
度
秋
田
県
公
営
企
業
会
計
決
算
の
認

定
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
令
和
五
年
度
に
お
け
る
電
気
事
業
会
計
及
び
工
業
用
水
道
事
業
会
計
の

決
算
に
つ
い
て
、
議
会
の
認
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

電
気
事
業
会
計
に
つ
い
て
、
経
営
成
績
は
健
全
な
状
況
だ
が
、
利
益
剰
余
金
と
し

て
五
億
円
を
繰
り
越
す
理
由
は
何
か
。
ま
た
、
経
営
の
効
率
化
の
た
め
に
、
Ｄ
Ｘ
の

推
進
も
必
要
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
と
た
だ
し
た
の
に
対
し
、
令
和
五
年
度
は
売
電

単
価
の
改
定
に
よ
り
、
純
利
益
が
増
加
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
利
益
剰
余
金
は
、

新
規
発
電
所
建
設
に
備
え
、
中
小
水
力
発
電
開
発
改
良
積
立
金
に
積
み
立
て
る
も
の

の
、
将
来
的
な
売
電
単
価
の
変
動
や
不
測
の
事
態
に
備
え
、
使
途
が
限
定
さ
れ
な
い

利
益
剰
余
金
と
し
て
繰
り
越
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
担
い
手
不
足
へ
の
懸
念
や
山

間
地
に
あ
る
発
電
所
へ
の
移
動
等
に
多
く
の
時
間
と
費
用
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
ス

マ
ー
ト
保
安
の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
営
の
効
率
化
を
図
っ
て
ま
い
り

た
い
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
認
定
第
一
号
は
、
全
会
一
致
を

も
っ
て
認
定
す
べ
き
も
の
と
、
議
案
第
百
七
十
五
号
外
一
件
は
、
全
会
一
致
を
も
っ

て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
所
管
事
項
審
査
に
お
け
る
主
な
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

初
め
に
、
観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
関
係
の
第
三
セ
ク
タ
ー
鉄
道
に
係
る
鉄
道
事
業

の
再
構
築
等
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
か
ら
の
十
年
間
、
国
の
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
を
活
用
す
る
と
の
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こ
と
だ
が
、
鉄
道
は
地
域
住
民
の
大
切
な
生
活
の
足
で
あ
り
、
事
業
活
用
後
も
存
続

で
き
る
体
制
を
検
討
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
た
だ
し
た
の
に
対
し
、
再
構
築

事
業
の
認
定
に
よ
り
、
国
か
ら
よ
り
手
厚
い
支
援
を
受
け
、
県
や
沿
線
市
が
実
質
的

な
負
担
の
縮
減
を
図
り
な
が
ら
、
鉄
道
事
業
者
を
支
え
る
こ
と
で
、
収
益
力
の
向
上

に
注
力
し
、
安
定
し
て
経
営
で
き
る
体
制
を
構
築
し
て
ま
い
り
た
い
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

次
に
、
新
ス
タ
ジ
ア
ム
整
備
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

今
後
、
建
設
候
補
地
が
八
橋
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
駐
車
場
を
含
め
た
周
辺
環
境

の
整
備
を
、
県
と
市
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
一
緒
に
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
が
、
ど
う
か
と
た
だ
し
た
の
に
対
し
、
八
橋
を
含
め
た
秋
田
市
の
に
ぎ
わ

い
づ
く
り
は
、
一
義
的
に
は
、
市
が
主
体
と
な
っ
て
検
討
し
て
い
く
も
の
の
、
新
県

立
体
育
館
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
市
と
も
意
見
交
換
し
な
が
ら
進
め
て
ま

い
り
た
い
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

次
に
、
建
設
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

【
十
六
番
（
建
設
委
員
長
児
玉
政
明
議
員
）
登
壇
】

●
建
設
委
員
長
（
児
玉
政
明
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
の
う
ち
、

建
設
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
認
定
第
二
号
の
認
定
議
案
一
件
、
議
案
第
百
七
十
六
号

の
条
例
案
一
件
、
議
案
第
百
八
十
号
の
そ
の
他
の
議
案
一
件
、
以
上
三
件
に
つ
い
て
、

本
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
説
明
を
聞
き
、
質
疑
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の

主
な
内
容
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

初
め
に
、
建
設
部
関
係
の
認
定
第
二
号
令
和
五
年
度
秋
田
県
公
営
企
業
会
計
決
算

の
認
定
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
令
和
五
年
度
に
お
け
る
下
水
道
事
業
会
計
の
決
算
に
つ
い
て
、
議
会
の

認
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
今
般
の
金
利
上
昇
は
、
公
営
企
業
の
経
営
に
も
相
応
の
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
中
、
新
た
な
借
入
れ
に
は
、
慎
重
な
判
断
が
求
め
ら
れ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
と
た

だ
し
た
の
に
対
し
、
金
利
上
昇
に
伴
う
支
払
利
息
の
増
加
は
、
三
年
ご
と
に
見
直
す

市
町
村
に
対
す
る
負
担
金
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
る
形
と
な
り
、
最
終
的
に
は
受
益

者
負
担
と
し
て
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
秋
田
臨
海
処
理
セ
ン
タ
ー
エ
ネ
ル
ギ
ー

供
給
拠
点
化
事
業
に
よ
り
電
気
料
金
の
低
廉
化
を
図
る
な
ど
、
経
費
削
減
に
取
り
組

み
、
金
利
上
昇
の
影
響
が
生
じ
な
い
よ
う
経
営
上
の
努
力
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
認
定
第
二
号
は
、
全
会
一
致
を

も
っ
て
認
定
す
べ
き
も
の
と
、
議
案
第
百
七
十
六
外
一
件
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
所
管
事
項
審
査
に
お
け
る
主
な
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

建
設
部
関
係
の
「
職
員
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
建
設
部
職
員
の
逮
捕
事
案
を
受
け
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修
等
を
実
施

し
た
後
も
、
意
識
の
希
薄
化
を
防
ぐ
た
め
、
部
長
自
ら
率
先
し
て
職
員
と
対
話
す
る

機
会
を
設
け
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
た
だ
し
た
の
に
対
し
、
所
属
長
と
の
面
談

な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
職
員
と
対
話
す
る
場
を
設
け
る
と
と
も
に
、
各
地

域
振
興
局
の
職
員
に
対
し
て
も
直
接
、
訓
示
を
行
う
な
ど
、
再
発
防
止
に
向
け
て
全

力
を
尽
く
し
た
い
と
考
え
て
い
る
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

次
に
、
教
育
公
安
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

【
十
七
番
（
教
育
公
安
委
員
長
小
山
緑
郎
議
員
）
登
壇
】

●
教
育
公
安
委
員
長
（
小
山
緑
郎
議
員
）

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
案
件
の
う

ち
、
教
育
公
安
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
第
百
八
十
一
号
な
ど
そ
の
他
の
議
案
五

件
に
つ
い
て
、
本
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
局
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
聞
き
、
質
疑
、
討
論
な
く
、

採
決
の
結
果
、
議
案
第
百
八
十
一
号
外
四
件
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
所
管
事
項
審
査
に
お
け
る
主
な
質
疑
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
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初
め
に
、
教
育
委
員
会
関
係
の
「
男
鹿
地
区
統
合
校
及
び
横
手
地
区
統
合
校
の
設

置
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す
。

生
徒
数
が
減
少
し
て
い
く
中
で
、
各
学
校
が
定
員
を
確
保
し
、
学
校
を
維
持
し
て

い
く
た
め
に
は
、
地
域
と
の
連
携
は
も
と
よ
り
、
ま
ず
は
、
生
徒
が
学
び
た
い
と
思

う
学
科
、
学
校
を
つ
く
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
他
県
で
は
、
特
定
部
門

へ
の
特
化
や
、
生
徒
個
々
の
興
味
や
特
性
に
対
応
す
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
学
校
が

あ
り
、
他
県
か
ら
生
徒
を
多
数
呼
び
込
ん
で
い
る
例
も
あ
る
。
本
県
に
お
い
て
も
、

今
後
の
統
合
校
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
生
徒
目
線
を
重
視
し
た
学
科
編
成
や
今
ま
で

に
は
な
い
特
色
あ
る
取
組
が
必
要
で
あ
り
、
地
元
の
生
徒
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
県

内
の
他
地
域
や
他
県
か
ら
も
生
徒
を
呼
び
込
め
る
よ
う
な
学
校
と
な
る
よ
う
、
慎
重

に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

次
に
、
警
察
本
部
関
係
の
「
警
察
官
の
人
材
確
保
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す
。

採
用
試
験
の
受
験
者
数
減
少
及
び
競
争
倍
率
の
低
下
な
ど
厳
し
い
状
況
が
続
く
中
、

若
者
の
県
外
流
出
や
県
外
在
住
者
の
県
内
回
帰
の
視
点
か
ら
の
取
組
が
さ
ら
に
必
要

と
考
え
る
が
、
ど
う
か
と
た
だ
し
た
の
に
対
し
、
令
和
五
年
度
採
用
試
験
の
競
争
倍

率
は
全
国
最
下
位
と
非
常
に
強
い
危
機
感
を
持
っ
て
お
り
、
全
部
署
に
お
い
て
、
受

験
者
増
加
に
向
け
た
、
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
実
施
し
て
お
り
、
こ
の
九
月
に
実
施
の
高

校
卒
業
程
度
を
対
象
と
し
た
Ｂ
区
分
で
は
、
改
善
傾
向
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
引

き
続
き
、
秋
田
県
警
全
体
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

受
験
会
場
の
増
設
等
を
実
施
し
て
き
た
も
の
の
、
若
者
や
県
外
在
住
者
に
対
し
て
は
、

従
来
の
ポ
ス
タ
ー
を
中
心
と
し
た
広
報
で
は
、
発
信
力
が
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
一
層
の
広
報
活
動
に
努
め
て
ま

い
り
た
い
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

以
上
で
各
委
員
長
の
報
告
は
終
わ
り
ま
し
た
。

各
委
員
長
に
対
す
る
質
疑
を
行
い
ま
す
。

【
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

質
疑
は
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。

討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
い
た
し
ま
す
。

初
め
に
、
認
定
第
一
号
及
び
議
案
第
百
七
十
四
号
、
以
上
二
件
を
一
括
し
、
起
立

に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。
以
上
の
二
件
は
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
認
定
及
び

可
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
、
御
起
立
願
い
ま
す
。

【
賛
成
者
起
立
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

起
立
者
過
半
数
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
認
定
第
一
号

は
認
定
、
議
案
第
百
七
十
四
号
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
残
り
の
議
案
十
三
件
及
び
認
定
一
件
、
以
上
十
四
件
を
一
括
し
、
採
決
い

た
し
ま
す
。
以
上
の
十
四
件
は
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
及
び
認
定
す
る
こ

と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
議
案
第
百
六
十
九
号

外
議
案
十
二
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決
、
認
定
第
二
号
は
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
日
程
第
二
十
、
議
案
第
百
八
十
六
号
は
、
委
員
会
付
託
を
省
略
し
、
直
ち

に
本
会
議
に
お
い
て
審
議
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し

ま
す
。

日
程
第
二
十
、
議
案
第
百
八
十
六
号
知
事
の
専
決
処
分
事
項
の
指
定
に
つ
い
て
を

議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
し
ま
す
。
本
案
は
、
趣
旨
説
明
、
質
疑
を
省
略
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り

ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し

ま
す
。

討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
い
た
し
ま
す
。
本
案
は
、
原
案

の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】



- 10 -

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
議
案
第
百
八
十
六
号

は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
日
程
第
二
十
一
、
請
願
審
査
の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
し
ま
す
。
請
願
第
十
三
号
及
び
請
願
第
十
二
号
は
、
い
ず
れ
も
委
員
長
の

報
告
及
び
質
疑
を
省
略
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し

ま
す
。

討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
い
た
し
ま
す
。
各
請
願
に
対
す
る

委
員
会
の
決
定
は
、
い
ず
れ
も
採
択
で
あ
り
ま
す
。
以
上
の
請
願
二
件
は
、
い
ず
れ
も

原
案
の
と
お
り
採
択
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
請
願
第
十
三
号
及
び

請
願
第
十
二
号
は
、
採
択
と
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
日
程
第
二
十
二
、
意
見
書
案
第
四
号
、
日
程
第
二
十
三
、
意
見
書
案
第
三

号
及
び
日
程
第
二
十
四
、
意
見
書
案
第
五
号
は
、
委
員
会
提
出
に
係
る
も
の
で
あ
り

ま
す
の
で
、
直
ち
に
本
会
議
に
お
い
て
審
議
い
た
し
ま
す
。

日
程
第
二
十
二
、
意
見
書
案
第
四
号
、
日
程
第
二
十
三
、
意
見
書
案
第
三
号
及
び

日
程
第
二
十
四
、
意
見
書
案
第
五
号
、
以
上
の
意
見
書
案
三
件
を
一
括
議
題
と
い
た

し
ま
す
。

お
諮
り
し
ま
す
。
以
上
の
意
見
書
案
三
件
は
、
い
ず
れ
も
趣
旨
説
明
、
質
疑
を
省

略
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し

ま
す
。

討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
い
た
し
ま
す
。
以
上
の
意
見
書

案
三
件
は
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
意
見
書
案
第
四
号
、

意
見
書
案
第
三
号
及
び
意
見
書
案
第
五
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
日
程
第
二
十
五
、
議
員
派
遣
の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
手
元
の
議
長
報
告
の
と
お
り
、
議
員
派
遣
に
関
す
る
申
出
及
び
依
頼
が
あ
り
ま

す
。お

諮
り
し
ま
す
。
本
件
は
、
申
出
及
び
依
頼
の
と
お
り
派
遣
す
る
こ
と
に
御
異
議

あ
り
ま
せ
ん
か
。

【
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
】

●
議
長
（
北
林
丈
正
議
員
）

御
異
議
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
本
件
は
、
申
出
及
び

依
頼
の
と
お
り
派
遣
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
九
月
議
会
の
案
件
は
全
部
議
了
い
た
し
ま
し
た
。

本
日
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
後
一
時
三
十
四
分
散
会


